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常任委員会

�
（
提
案
理
由
）　

本
補
正
予
算
案

は
歳
入
歳
出
予
算
、継
続
費
、繰

越
明
許
費
、
債
務
負
担
行
為
及

び
地
方
債
の
補
正
で
あ
り
、
既

定
の
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
か

ら
そ
れ
ぞ
れ
三
二
三
〇
万
三
〇

〇
〇
円
を
減
額
し
、
歳
入
歳
出

予
算
の
総
額
を
四
二
二
億
六
一

五
〇
万
二
〇
〇
〇
円
に
し
よ
う

と
す
る
も
の
。

■
委
員　

南
部
地
区
ス
ポ
ー
ツ

広
場
整
備
費
が
大
幅
に
減
額
と

な
っ
た
理
由
と
そ
の
落
札
率
は
。

□
当
局　

指
名
競
争
入
札
の
結

果
、
三
八
九
二
万
七
〇
〇
〇
円

の
減
額
で
、
落
札
率
が
設
計
額

の
六
十
三
％
と
な
る
。

■
委
員　

東
横
イ
ン
の
問
題
の

よ
う
に
、
建
築
確
認
申
請
の
許

可
後
、
不
正
に
改
造
さ
れ
る
ケ

ー
ス
は
あ
る
の
か
。

□
当
局　

市
で
は
木
造
の
二

階
建
て
程
度
の
住
宅
し
か
扱

っ
て
お
ら
ず
、
そ
れ
以
外
の

大
型
建
築
物
は
把
握
し
て
い

な
い
。
木
造
二
階
建
て
の
住

宅
に
つ
い
て
も
パ
ト
ロ
ー
ル

で
す
べ
て
を
見
つ
け
る
こ
と

は
で
き
な
い
こ
と
か
ら
、
通

報
な
ど
が
あ
れ
ば
、
す
ぐ
に

議
案
第
三
十
二
号

平
成
十
七
年
度
一
般
会
計

補
正
予
算
（
第
五
号
）

調
査
を
行
う
。

■
委
員　

違
法
建
築
に
は
、
指

導
や
是
正
勧
告
を
出
す
の
か
。

□
当
局　

違
法
建
築
に
つ
い
て

は
、現
地
に
赴
き
、違
法
が
確
認

さ
れ
れ
ば
、
状
況
を
改
善
す
る

よ
う
に
指
導
す
る
と
と
も
に
、

必
要
に
応
じ
て
是
正
計
画
書
等

を
提
出
さ
せ
て
い
る
。

■
委
員　

地
下
水
汚
染
調
査
補

助
金
の
内
容
と
今
後
の
対
応
は
。

ま
た
、
洪
水
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ

作
成
補
助
金
の
補
助
率
は
。

□
当
局　

地
下
水
の
汚
染
調
査

は
、
木
間
ヶ
瀬
地
区
の
調
査
で

あ
る
。今
後
は
、今
年
度
の
調
査

結
果
を
踏
ま
え
、
県
の
指
導
を

受
け
調
査
の
必
要
性
を
検
討
し

た
い
。ま
た
、ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ

作
成
補
助
率
は
、
国
が
全
体
の

三
分
の
一
、
県
が
三
分
の
一
で

あ
る
。

◆
本
会
議
・
賛
成
多
数
で
可
決

南部地区スポーツ広場整備費などを補正総　　務

南部地区スポーツ広場

有事での市民の安全確保に条例を制定 環境経済

�
（
提
案
理
由
）　

議
案
第
五
号

は
、
武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け

る
国
民
の
保
護
の
た
め
の
措
置

に
関
す
る
法
律
第
三
十
一
条
及

び
同
法
第
一
八
三
条
に
お
い
て

準
用
す
る
同
法
第
三
十
一
条
の

規
定
に
基
づ
き
、
国
民
保
護
対

策
本
部
及
び
緊
急
対
処
事
態
対

策
本
部
の
組
織
及
び
会
議
等
に

つ
い
て
定
め
よ
う
と
す
る
も
の
。

　

議
案
第
六
号
は
、
武
力
攻
撃

事
態
等
に
お
け
る
国
民
の
保
護

の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律

第
四
十
条
第
八
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
国
民
保
護
協
議
会
の
組

織
及
び
運
営
に
つ
い
て
定
め
よ

う
と
す
る
も
の
。

■
委
員　

国
民
保
護
対
策
本
部

は
武
力
攻
撃
事
態
の
四
類
型
が

あ
ら
わ
れ
た
と
き
に
設
置
し
、緊

急
対
処
事
態
対
策
本
部
は
緊
急

対
処
事
態
の
四
類
型
が
あ
ら
わ

れ
た
と
き
に
設
置
し
、国
民
保
護

現
地
対
策
本
部
は
攻
撃
さ
れ
た

場
所
が
特
定
さ
れ
る
と
こ
ろ
に

設
置
す
る
と
い
う
こ
と
な
の
か
。

□
当
局　

国
民
保
護
対
策
本
部

を
設
け
る
基
準
は
、
国
民
保
護

議
案
第
五
号
及
び
第
六
号
国

民
保
護
対
策
本
部
及
び
緊
急

対
処
事
態
対
策
本
部
条
例
並

び
に
国
民
保
護
協
議
会
条
例

の
制
定　

法
に
規
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
の

地
域
に
対
策
本
部
を
設
置
す
る

こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
の
閣
議

決
定
が
さ
れ
、
通
知
が
あ
っ
た

場
合
に
設
置
す
る
。ま
た
、そ
の

対
策
本
部
が
設
置
さ
れ
た
場
合

に
は
、
そ
の
区
域
の
市
町
村
が

必
要
と
考
え
れ
ば
、
現
地
対
策

本
部
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

■
委
員　

国
民
保
護
対
策
本
部

は
常
時
設
置
す
る
も
の
な
の
か
。

□
当
局　

国
に
お
い
て
、
設
置

の
必
要
性
が
閣
議
決
定
さ
れ
た

場
合
に
設
置
さ
れ
る
。

■
委
員　

災
害
と
有
事
の
場
合

の
命
令
系
統
の
違
い
は
。

□
当
局　

市
の
役
割
は
、
自
然

災
害
の
場
合
で
も
武
力
災
害
の

場
合
で
も
、
市
民
を
守
る
と
い

う
こ
と
に
変
わ
り
が
な
い
。
警

報
の
伝
達
、避
難
、救
護
等
の
措

置
は
、
災
害
対
策
法
で
定
め
て

い
る
地
域
防
災
計
画
も
国
民
保

護
計
画
で
も
同
じ
で
あ
る
。

■
委
員　

国
民
保
護
協
議
会
の

委
員
に
は
、
ど
こ
の
自
衛
隊
が

入
る
の
か
。

□
当
局　

現
在
、
野
田
市
防
災

会
議
委
員
に
委
嘱
し
て
い
る
陸

上
自
衛
隊
松
戸
駐
屯
地
指
令
、

海
上
自
衛
隊
下
総
教
育
航
空
群

指
令
を
考
え
て
い
る
。

◆
本
会
議
・
賛
成
多
数
で
可
決
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常任委員会

障害者に提供する福祉サービスを一元化 文教福祉

�
（
提
案
理
由
）　

障
害
者
自
立
支

援
法
の
施
行
に
伴
い
、
居
宅
生

活
支
援
費
を
除
き
従
来
の
支
援

費
に
よ
り
九
月
末
ま
で
実
施
し
、

新
法
の
全
面
施
行
に
合
わ
せ
て

本
条
例
を
廃
止
し
よ
う
と
す
る

も
の
。

■
委
員　

四
月
よ
り
障
害
者
自

立
支
援
法
で
提
供
さ
れ
る
サ
ー

ビ
ス
の
内
容
は
。

□
当
局　

身
体
障
害
者
、
知
的

障
害
者
及
び
障
害
児
へ
の
サ
ー

ビ
ス
と
し
て
、ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
、

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
、
シ
ョ
ー
ト
ス

テ
イ
が
提
供
さ
れ
る
。

■
委
員　

給
付
対
象
者
に
精
神

障
害
者
が
入
っ
て
い
な
い
理
由

は
。

□
当
局　

身
体
・
知
的
・
精
神
の

各
障
害
者
へ
の
福
祉
サ
ー
ビ
ス

が
一
元
化
さ
れ
る
の
で
、
精
神

障
害
者
の
方
も
希
望
が
あ
れ 

ば
、
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
入
れ
る

状
況
も
あ
る
と
思
う
。す
ぐ
に
、

精
神
障
害
者
の
方
を
受
け
入
れ

る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
懸

念
は
あ
る
も
の
の
、
現
状
で
は

ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
サ
ー
ビ
ス
な
ど

を
実
施
し
て
い
る
の
で
、
こ
れ

議
案
第
七
号

障
害
者
支
援
費
制
度
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
等
の
条
例

の
制
定

ら
を
引
き
続
き
実
施
し
て
い
く
。

■
委
員　

ガ
イ
ド
ヘ
ル
プ
サ
ー

ビ
ス
や
巡
回
の
入
浴
サ
ー
ビ
ス

は
、今
後
、ど
う
な
る
の
か
。

□
当
局　

現
在
、
行
っ
て
い
る

サ
ー
ビ
ス
は
、
地
域
生
活
支
援

事
業
の
中
で
行
っ
て
い
く
。

■
委
員　

地
域
生
活
支
援
事
業

も
ケ
ア
プ
ラ
ン
の
中
で
取
り
組

ん
で
い
く
の
か
。

□
当
局　

地
域
生
活
支
援
事
業

で
取
り
組
む
事
業
は
、
審
査
会

等
を
経
な
い
事
業
で
あ
る
。

■
委
員　

今
年
十
月
か
ら
施
設

サ
ー
ビ
ス
は
、
障
害
者
自
立
支

援
法
に
移
行
す
る
の
か
。ま
た
、

障
害
者
自
立
支
援
法
の
利
用
者

を
ど
の
程
度
と
見
込
ん
で
い
る

の
か
。

□
当
局　

障
害
者
自
立
支
援
法

が
今
年
十
月
か
ら
全
面
施
行
と

な
る
が
、
施
設
は
当
分
の
間
は

現
行
の
ま
ま
で
い
き
、
五
年
以

内
で
障
害
者
自
立
支
援
法
で
の

体
系
に
移
行
す
る
。ま
た
、平
成

十
六
年
度
の
居
宅
サ
ー
ビ
ス
利

用
者
の
う
ち
、
身
体
障
害
者
の

方
が
一
四
四
名
、
知
的
障
害
者

の
方
が
一
五
二
名
と
な
り
、
平

成
十
八
年
度
は
、
平
成
十
七
年

度
の
利
用
状
況
を
勘
案
し
な
が

ら
見
込
ん
で
い
る
。

◆
本
会
議
・
賛
成
多
数
で
可
決

�
（
提
案
理
由
）　

公
営
住
宅
法
施

行
令
の
改
正
に
伴
い
、
現
に
市

営
住
宅
に
入
居
し
て
い
る
者
を

公
募
に
よ
ら
な
い
他
の
市
営
住

宅
へ
の
入
居
が
可
能
と
な
る
事

由
を
拡
大
し
よ
う
と
す
る
も 

の
。

■
委
員　

市
営
住
宅
に
入
居
さ

れ
て
い
る
方
で
、
居
住
環
境
が

合
わ
な
い
と
か
、
他
の
市
営
住

宅
に
移
し
て
ほ
し
い
と
い
う
要

望
は
あ
っ
た
の
か
。ま
た
、そ
の

よ
う
な
要
望
に
は
ど
の
よ
う
に

対
応
し
て
い
た
の
か
。

□
当
局　

住
み
か
え
が
で
き
る

事
由
と
し
て
、
同
居
者
の
人
数

の
増
減
が
あ
っ
た
場
合
、
入
居

者
又
は
同
居
者
が
加
齢
、
病
気

等
に
よ
り
日
常
生
活
に
身
体
の

機
能
上
の
制
限
を
受
け
る
こ

と
に
な
っ
た
場
合
に
は
、
住

み
か
え
が
で
き
る
と
規
定
し

て
お
り
、
平
成
十
三
年
度
か

ら
五
年
間
で
三
件
の
住
み
か

え
を
行
っ
て
い
る
。

■
委
員　

体
の
具
合
が
悪
く

今
ま
で
四
階
に
住
ん
で
い
た

の
を
一
階
に
し
て
ほ
し
い
と

い
う
よ
う
な
要
望
が
あ
っ
た

場
合
に
は
、
常
時
受
け
付
け 

議
案
第
十
七
号

市
営
住
宅
の
設
置
及
び
管
理

に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

て
、受
け
付
け
順
に
登
録
し
て
い

く
の
か
。

　

ま
た
、今
回
の
改
正
で
、そ
の

よ
う
な
要
望
が
ど
の
程
度
受
け

入
れ
ら
れ
る
の
か
。

□
当
局　

申
請
が
あ
っ
た
場
合

に
は
、
医
者
の
診
断
書
な
ど
現

状
を
見
て
適
正
で
あ
る
か
ど
う

か
を
判
断
し
、
条
件
に
合
う
空

き
家
が
あ
っ
た
場
合
に
住
み
か

え
を
行
っ
て
い
る
。ま
た
、国
土

交
通
省
は
、
今
回
の
改
正
に
よ

り
入
居
当
初
か
ら
世
帯
人
数
に

不
相
応
な
規
模
の
住
宅
に
居
住

し
て
い
る
場
合
、
子
供
が
大
き

く
な
り
現
在
の
間
取
り
で
は
不

適
当
と
な
る
場
合
、
知
的
障
害

者
が
作
業
所
に
近
い
公
営
住
宅

に
移
転
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ

る
場
合
を
想
定
し
た
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。

◆
本
会
議
・
全
会
一
致
で
可
決

市営住宅入居者の転居事由を拡大建　　設

市営住宅宮崎西団地


